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目次 具体的な修正箇所

1 第1章　町田市鶴川東地区小学校　新たな学校づくり基本計画

2 １　計画策定の経緯
鶴川東地区スケジュール変更について追記

2 ２　計画の位置付け

2 （１）計画策定の趣旨

3 （２）計画期間
1つ目：2023年度～2028年度（6年間）⇒2023年度～2032年度（10年間）

2つ目：2028年度⇒2032年度

3 ３　計画の目標

3 （１）望ましい学級数の実現

3 （２）学校施設環境の整備

3 （３）未来を見据えた教育環境の整備

5 （４）特別支援教育の環境整備

5 （５）学校を支えるチーム体制の構築

5 （６）地域拠点となる学校づくりの実現

7 第2章　鶴川東地区の小学校の現状と今後の想定

8 １　鶴川東地区の新たな小学校の概要

8 （１）児童数・学級数
1つ目：児童数・学級数の表の修正⇒2029年度及び2033年度の数値に修正する。

※数字は2020年度に新たな学校づくり推進課が実施した推計値を使用する。

8 （２）統合・新校舎建設のスケジュール

1つ目：2026年度に統合し⇒2029年度に統合し

2つ目：2029年度に同校地に～⇒2033年度に同校地に～

3つ目：表2-1-2の修正

4つ目：注釈の修正

9 （３）新たな通学区域

1つ目：通学区域に関する文章の修正

2つ目：図2-1-2の修正

3つ目：表2-1-3の修正

10 ２　鶴川東地区の新たな小学校の学校名（教育委員会案）
1つ目：2026年度から新たな学校名⇒2029年度から新たな学校名

11 第3章　鶴川東地区の新たな学校づくりに関する取組

12 １　施設整備

12 （１）施設整備コンセプト

13 （２）建設計画の策定及び基本計画との関係

13 （３）仮校舎について
1つ目：仮校舎は鶴川第三小の現校舎を使用するため、文言を削除

13 （４）新校舎建設スケジュールと仮校舎建設・使用時期
1つ目：新校舎建設スケジュールと仮校舎建設・使用時期の表を修正

14 ２　通学関連

14～15 （１）通学の安全対策　 ※2025年度中に推進協議会で検討。

16～18 （２）通学負担の軽減　 ※2025年度中に推進協議会で検討。

19 ３　学校統合における児童への配慮

19 （１）取組内容

20 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

21 ４　学校運営協議会と地域学校協働活動

21 （１）取組内容

21 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

23 ５　保護者と教職員による組織（PTA）

23 （１）各校のPTAの主な共通課題
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24 ６　歴史の継承

24 （１）取組内容

24 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

25 ７　校歌・校章

25 （１）取組内容
1つ目：2026年度から使用できるよう⇒2029年度から使用できるよう

25 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

26 第4章　新たな学校づくりに関連した取組

27 １　引越し

27 （１）取組内容
1つ目：統合に向けた2024～2025年度及び新校舎移転に向けた2027～2028年度に設置します。

⇒統合に向けた2027～2028年度及び新校舎移転に向けた2031～2032年度に設置します。

27 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

28 ２　学校給食

28 （１）取組内容
取組の修正（鶴川第三小給食室を活用するため。）

28 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

29 ３　避難施設

29 （１）取組方針

29 （２）取組内容
1つ目：2026年度から2028年度まで⇒2029年度から2032年度まで

2つ目：2029年度以降⇒2033年度以降

30 （３）その他の取組内容

30 （４）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

31 ４　学童保育クラブ

31 （１）取組方針

31~32 （２）取組内容

1つ目：2026年度の統合に向け⇒2029年度の統合に向け

2つ目：2029年度の新校舎使用開始⇒2033年度の新校舎使用開始

3つ目：注釈の加筆

4つ目：「長期休業期間中の昼食提供」の実施を追記

32 （３）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

33 ５　放課後子ども教室「まちとも」

33 （１）取組内容

33 （２）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正（児童青少年課へ依頼）

34 ６　学校施設の活用

34 （１）取組方針

34 （２）取組内容
全体的に取組内容を修正

35 （３）取組スケジュール
1つ目：取組スケジュールの修正

36 ７　学校跡地

36 （１）取組内容

37 第5章　新たな学校づくり基本計画の今後の進め方

38 １　新たな学校づくり推進会の設置

38 （１）推進会における検討・共有事項

38 （２）委員構成

38 （３）推進会設置期間
1つ目：推進会⇒推進協議会に修正

2つ目：2023年度～2028年度（6年間）⇒2023年度～2032年度（10年間）


